
都城市中小企業融資制度

中東情勢対応特別支援貸付

2026年7月1日㊌～2027年1月29日㊎
※2027年1月29日までに保証受付かつ、2月26日までの
融資実行が必要です。

受付期間

利率 信用保証料 融資限度額

1.3% 0.00%～

0.85%
信用保証料上限1.25%を補助

500万円

固定
実質 最大

対象 資金使途 融資期間

運転資金
※借換不可

3年以内
（据置1年以内）
※期間延長不可

・市内に住所又は事業所を有
していること
・宮崎県信用保証協会の取扱
う保証対象業種であること
・納期到来分の市税を完納し
ていること
・中東情勢の影響を受けてい
ること

お問合せ
都城市商工政策課 商工担当
TEL：0986-23-2983

受付時間
月曜日～金曜日（休日は除く）
8：45～16：30 QR

1年以内

1年超3年以内

1.5%

詳しくはコチラ↑（市HP）

取扱い金融機関
宮崎銀行・鹿児島銀行・西日本シティ銀行・
宮崎太陽銀行・南日本銀行・宮崎第一信用金庫

※都城市中小企業特別融資制度
資金及び都城市小口零細企業
融資制度資金とは別枠


